
 

総務委員会審査日程表  

 

日時  令和７年５月２２日（木）  

本会議休憩中  開議  

場所  第３・４委員会室  

 

第１  議案第３６号  専決処分の承認を求めることについて（流山市税

条例の一部を改正する条例）  

 

 議案第３７号  専決処分の承認を求めることについて（流山市都

市計画税条例の一部を改正する条例）  
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令和７年第１回臨時会 

総務委員会 

議案第３６号及び議案第３７号 資料１ 
議案第３６号 

専決処分の承認を求めることについて（流山市税条例の一部を改正する条例） 
 

【市税関係】 

主な改正内容 関係条例 

公示送達について インターネットを用いる方法の定義を示した省令改正に伴う改

正を行う措置を講ずる。 

 

附則第１条第３号 

附則第２条 

 

【市民税関係】 

主な改正内容 関係条項 

特 定親 族 特 別 控 除

の創設について 

１９歳から２２歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が、

９５万円（給与収入１６０万円に相当）までは、親等が特定扶養

控除と同額（４５万円）の所得控除を受け、９５万円を超えた場

合でも、段階的に逓減
ていげん

する所得控除を受けることができる。 

第３３条の２ 

第３５条の２ 

第３５条の３の２

及び同条の３の３ 

原 動機 付 自 転 車 の

新 たな 車 両 区 分の

導入について 

原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が１２５cc 以

下かつ最高出力が４．０kW 以下のものに係る軽自動車税種別割の

税率を、２，０００円とする。 

第７４条 

第７９条 

加 熱式 た ば こ の 課

税 方式 の 見 直 しに

ついて 

加熱式たばこと紙巻きたばことの税負担差の解消するため、段

階的に加熱式たばこの課税標準を改正する。 

附則第１１条の２

の２ 
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【固定資産税関係】 

主  な  改  正  内  容  関係条項 

長 寿 命 化 に 資 す る

大 規 模 修 繕 工 事 を

行 っ た マ ン シ ョ ン

に 係 る 固 定 資 産 税

の 減 額 措 置 に つ い

て 

 

一定の要件を満たしたマンションについて、長寿命化に資す

る大規模修繕工事を実施した場合に、当該固定資産税額を３分

の１減額する措置について、管理組合の管理者等から必要書類

の提出があり要件に該当すると認められるときは、区分所有者

から減額申告書の提出がなかった場合においても、当該減額措

置を適用できることとする規定を新設したうえで、適用期間を

２年間延長する。 

附則第５条の４ 

 

 

 

 

 

議案第３７号 

専決処分の承認を求めることについて（流山市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

 

【都市計画税関係】 

地方税法の改正に伴い、条項の整理を行う。 

 



令和７年第１回臨時会

総務委員会

議案第３６号 資料２


